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平成 20 年 12 月定例会

11 月 議員全員協議会
  18 日 基本構想案の説明
12 月 第 4 回 定例議会
　３日 議案上程（一般会計補正予算）
　　・事業化に向けた測量調査費
    ８日 一般質問（～９日）
　　・４人の議員から関連質問
　　　（11・13・16・17 ページ参照）
  10 日 総務常任委員会審査
　　・採決（可決すべきもの）
  17 日 本会議 採決
　　・反対討論
　　　採決（可決：賛成 23：反対 1）

平成２０年 第４回 定例議会
12 月 3 日～ 17 日の会期で開催

　平成 20 年の第 4 回定例議会が 12 月 3 日から 17 日の 15 日間の会期で開かれ、16 件の議案等と
3 件の請願・陳情について審議しました。また、サッカーを中心とした“スポーツ施設整備基本構想（案）”
ほか市政全般について 9 人の議員から一般質問がありました。

“基本構想案 の概要”

“ ゾーニング計画図 ”

　11 月の全員協議会で同基本構想案が示されたことを受けて、各議員からは一般質問や議案審議を通じ
て、現在そして将来的に懸念される問題等への対応や、市民全体の福祉向上につなげていくための方策
など様々な意見が出されましたが、今後の事業推進については、事業化に向けての関連調査費を含む一
般会計補正予算を可決し、一定の理解を示しました。

サッカーを中心とする “ スポーツ施設整備基本構想（案）” が示されました！

 ■ 市のどこに作るのか、大きさは？
先後（まつのち）地内 八幡池周辺、約 14.7ha（一部民有地）
 ■ 市の行政計画での位置づけは？
旧計画：小川町長期総合基本計画（平成元年）
　　　　常陸平野開発整備構想（平成６年）
現計画：小美玉市総合計画、新市建設計画
 ■ 目的は何か？
スポーツ振興、市民の健康増進、茨城空港の利用促進、
市外利用者来訪による地域経済への波及（県内への経
済効果は年間で約５～８億円）
 ■ どのような施設を作るのか？
サッカーコート天然芝 7 面、人工芝 1 面、フットサ
ルコート、管理棟（宿泊室等含む）
その他、地域コミュニティ、アウトドアレクリエーショ
ン、ビオトープゾーン（調整池）など

 ■ 建設事業費は、国・県の補助はあるのか？
建設費は約 15 億円（国・県からの助成事業等を活用し、
理論的に市の負担は生じない）
 ■ 管理運営費用は、利用見込みは？
施設維持管理費用：1 億 2 千万円（人件費含む）
◇初　期：収入 5,300 万円、市負担 6,700 万円
　（利用見込：宿泊 15,000 人、日帰り 51,000 人）
◇安定期：収入 7,600 万円、市負担 4,400 万円
　（利用見込：宿泊 22,000 人、日帰り 106,000 人）
＊ただし基本構想策定時点の見込みのため、今後さら
に詳細を詰めていくこととしている
 ■ 今後のスケジュールは？
Ｈ 20 構想策定・測量調査、Ｈ 21 設計・工事着手
Ｈ 22 工事完了、Ｈ 23 運営開始

＊詳しい内容は、後日発行する“広報おみたま”に掲載予定です

“ こ れ ま で の 経 過 ”
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議会広報おみたま 第 12 号

平成２０年度  補正予算
会　計　別 補正額 補正後額

一般会計 4 億 3,789 ↑ 180 億    581

特　

別

国民健康保険（事業） － 54 億 7,621

国民健康保険（直診） 2,530 ↑ 2 億 2,085

介護保険（事業） 4,424 ↑ 23 億 3,751

介護保険（サービス） 68 ↑ 319

下 水 道 1 億 8,498 ↑ 20 億 8,482

農 業 集 落 排 水 － 3 億 1,714

企　

業

病 院

収 益 支 出 － 3 億 6,432

資 本
収 入 252 ↑ 2,121

支 出 258 ↑ 6,466

水 道
収 益 支 出 1,959 ↓ 6 億 5,428
資 本 支 出 392 ↑ 9 億 6,988

  
 （議案 105 ～ 111、単位：万円）

 主な議案

一般会計補正予算の主なもの
   [ 歳出 ]
   ・スポーツレクリエーション施設 測量調査委託料 1,300 万↑
   ・白河診療所繰出金   2,500 万↑
   ・給食センター用地買収費  6,450 万↑
   ・社会福祉協議会補助金  2,400 万↑
   ・民間保育所入所児童委託料 　  1 億 2,070 万↑
   ・水田農業構造改革事業費補助金 2,000 万↑
   ・バス専用道化事業 路線測量委託料    729 万↑
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■ 議案 112 福島議員
 【質　問】
Ｑ 現在も旧態依然の意識や慣行が存在する中で、
真の男女共同参画社会を実現していくため、市の
責務をどのように果たしていくのか。
Ａ 多様な生き方への配慮に欠ける現在の制度・慣
行等を見直し、法令の周知も含めた各種啓発に努
めていくとともに、学校や職場等における実態を
把握し、今後策定する行動計画に具体的に示して
いきたい。

■ 議案 105	 福島議員
 【反　対】（一部抜粋）

　かしてつ跡地ＢＲＴ事業については、現時点で軌

道敷地の無償譲渡の問題、計画における利用者根拠

など不明瞭な点が多い。また、その推進にあたって

は、市内全体での公共交通網の位置づけを総合的に

判断した上で取組むべきものであるが、まだその方

針さえ見えておらず反対するものである。

～  議案に対する質問・意見  ～

番
号

議案等の名称
～内　容～

採決
結果

委 員 会
審査結果

■議員発議（1 件）                  ＊○＝可決、×＝否決
2 地方議会議員年金制度に関する

意見書 ○ － －

提出先：内閣総理大臣、総務大臣、衆参両院議長

■報告（1 件）                           ＊○＝承認、×＝非承認
3 専決処分の承認 ○ － －

～平成 20 年度 一般会計補正予算～

■条例制定・改廃（4 件）        ＊○＝可決、×＝否決
102 男女共同参画条例　　　　　 【制定】 ○ 総 ○

～本市の男女共同参画社会の基本理念、責務、基本的施
策等を明らかにし、男女共同参画社会を推進するもの～

103 税条例　　　　　　　　 【一部改正】 ○ 総 ○
～地方税法等の一部改正に伴う寄附金税額控除、公的
年金等に係る特別徴収制度を創設するもの～

104 幼稚園設置条例　　　　 【一部改正】 ○ 文 ○
～小川・野田・吉影・橘幼稚園を統合し、平成 21 年
4 月から“元気っ子幼稚園”を設置するもの～

115 国民健康保険条例　　　 【一部改正】 ○ － －
～健康保険法施行令等の一部を改正する政令の交付に
伴い出産一時金を改正するもの～

■ 20 年度   補正予算（7 件）  ＊○＝可決、×＝否決

105 一般会計 ○ 各 ○

106 国民健康保険（事業、直診勘定） ○ 文 ○

107 下水道事業 ○ 建 ○

108 農業集落排水事業 ○ 建 ○

109 介護保険（事業、介護サービス勘定） ○ 文 ○

110 病院事業 ○ 文 ○

111 水道事業 ○ 建 ○

■その他（3 件）　　　　　　 ＊○＝可決、×＝否決
112 茨城県後期高齢者医療広域連合規約の

変更に関する協議 ○ 文 ○

～広域連合議会の議員定数、選挙方法等の規約を変更
するため、関係市町村議会の議決を求めるもの～

113 湖北水道企業団規約の変更 ○ 建 ○
～旧玉里村を対象に戸別浄化槽の使用料徴収事務を湖
北水道企業団の共同処理事務として追加するもの～

114 霞ヶ浦における市町村の境界決定に
関する意見 ○ 総 ○

～霞ヶ浦の隣接自治体との境界決定案について、県知
事の意見の求めに回答するもの～

■請願・陳情（3 件）　　　 ＊○＝採択、×＝不採択
5 後期高齢者医療制度の廃止に関する

請願書（継続審査 案件）
× 文 ×

10 橘小学校 校舎並びに体育館改築に関
する請願
紹介議員：中村　強

○ 文 ○

1 生活環境改善に関する陳情書 × 市 ×

＊ 総：総　務、文：文教福祉、市：市民経済、 建：建　設
　 各：各委員会

審議結果（全 19 件）


